
（単位：円）

Ⅰ.

Ⅱ.剰余金処分額

1.法定準備金

2.任意積立金

（1）経営基盤強化積立金

Ⅲ.

[注記]

1. 法定準備金は、消費生活協同組合法第５１条の４第１項及び定款第７４条により規定する準備金です。

2. 出資配当金は、経営基盤を強化するため配当を見合わせます。

3. 経営の安定を目的として、経営基盤強化積立金に15,000千円を積みたてます。

4. 次期繰越剰余金には、消費生活協同組合法第５１条の４第４項及び定款第７５条に規定する教育事業

繰越金として6,127千円が含まれております。

35,000,000

次期繰越剰余金 13,568,442

2018年度剰余金処分計算書

当期未処分剰余金 48,568,442

20,000,000

15,000,000

生活協同組合コープクルコ


